
○

組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）

改

正

案

現

行

別
表
（
第
二
条
、
第
十
三
条
、
第
二
十
二
条
、
第
四
十
二
条
、
第
五
十
六
条
、
第

別
表
（
第
二
条
、
第
十
三
条
、
第
二
十
二
条
、
第
四
十
二
条
、
第
五
十
六
条
、
第

五
十
九
条
関
係
）

五
十
九
条
関
係
）

一
〜
十
三

（
略
）

一
〜
十
三

（
略
）

十
四

証
券
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
百
九
十
七
条
（

十
四

証
券
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
百
九
十
七
条
（

虚
偽
有
価
証
券
届
出
書
等
の
提
出
等
）
、
第
百
九
十
八
条
第
十
八
号
（
内
部

虚
偽
有
価
証
券
届
出
書
等
の
提
出
等
）
、
第
百
九
十
八
条
第
十
五
号
（
内
部

者
取
引
）
又
は
第
二
百
条
第
十
三
号
（
損
失
補
て
ん
に
係
る
利
益
の
収
受
等

者
取
引
）
又
は
第
二
百
条
第
十
三
号
（
損
失
補
て
ん
に
係
る
利
益
の
収
受
等

）
の
罪

）
の
罪

十
五
〜
五
十
九

（
略
）

十
五
〜
五
十
九

（
略
）

－２１３－


